
 

 

＜景観審査部会＞ 

○都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について（みなとみらい 21中央

地区都市景観協議地区 西区みなとみらい３丁目３番）（審議）（平成 30年５月７日） 

【資料３－１】 

【付議理由】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（みなとみらい 21中央地区の場合、高さが

100ｍを超える建築物の新築又は移転等）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定め

るにあたっては、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしているため。 

【計画概要】 

・37 街区に位置する、最高高さ約 150ｍのオフィス・ホテル・店舗の複合用途の開発計画。 

・みなとみらい大通り沿道地区に位置しており、超高層建築物の建ち並ぶ風格ある沿道景観の一

旦を担うものとしてふさわしい景観形成を行う。 

・ペデストリアンネットワークを構成する地区施設を中心に、横浜美術館へ抜ける象徴的な軸を

創出する等、にぎわいのある低層部を形成する。 

【結論】 

  申出者の考え方に対する市の協議事項や方針については概ね良いが、今回出た様々な意見につ

いては、引き続き今後の協議の中で検討し、タイミングを見て検討状況を報告すること。また、

みなとみらい地区全体の歩行者空間や動線計画のあり方、高層建築物群による景観形成の考え方

については市で検討し、合わせて今後提示すること。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

○都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

（みなとみらい 21中央地区都市景観協議地区 西区高島一丁目２番）（審議）（平成 30年５月７日） 

【資料３－２】 

【付議理由】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（みなとみらい 21中央地区の場合、高さが

100ｍを超える建築物の新築又は移転等）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定め

るにあたっては、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしているため。 

【計画概要】 

・58 街区に位置する、最高高さ約 110ｍのオフィス・店舗等の開発計画。 

・みなとみらい大通り沿道地区に位置しており、超高層建築物の建ち並ぶ風格ある沿道景観の一

旦を担うものとしてふさわしい景観形成を行うと共に、横浜駅方面からの来街者に対するみな

とみらい 21 地区の新たなゲートを創出する。 

・低層棟は、キング軸の延長上の地区施設と連続性のあるにぎわい創出を行う。 

【結論】 

申出者の考え方に対する市の協議方針及び協議事項については概ね了承するが、今回出た意見

については引き続き協議の中で検討し、タイミングを見て検討状況を報告すること。キング軸の

延長となる地区施設含め、みなとみらい地区全体の歩行者空間のあり方や動線計画、高層建築物

群による景観形成の考え方については市で検討し、合わせて今後提示すること。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

横浜市都市美対策審議会 各部会の開催報告について 

資 料 ３ 



 

○都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

（関内地区都市景観協議地区 中区日本大通５番２号）（審議）（平成 30年５月７日） 

【資料３－３】 

【付議理由】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区の場合、高さが 45ｍを超える建

築物の新築又は移転等）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定めるにあたっては、

あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしているため。また、景観計画

の行為制限のただし書きの適用の可否について、都市美対策審議会の意見を聴くことが定められ

ているため。 

【付議経緯】 

本件は１月及び３月に付議しており、そこで出た意見をふまえて、５月の部会において、景観

計画の行為制限とただし書き適用の考え方について市で再整理した内容を示し、また色彩及び夜

間景観の考え方について再提示した。 

【計画概要】 

・建築物の高さ 74.7ｍ（地下２階、地上 19階）の住宅、ホテル、店舗。 

・歴史的街並みを多く残す日本大通り特定地区にふさわしい、品格のある景観形成を行う。 

【結論】 

 市から提示された「今回の建築計画における景観計画の行為制限のただし書き適用の考え方」

については承知した。申出者の考え方に対する市の協議方針及び協議事項については概ね了承す

る。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

○「（仮称）山手地区景観計画」及び「（仮称）山手地区都市景観協議地区」の素案の案について 

（審議）（平成 30年５月 28日、平成 30年６月 25日） 

【議事２の資料参照】 

【付議理由】 

景観計画の策定及び都市景観協議地区の指定にあたっては、都市美対策審議会の意見を聴かな

ければならないとしている。第 124回都市美対策審議会（平成 30年３月７日開催）において、景

観計画及び都市景観協議地区の具体的な基準や行為指針については、景観審査部会に付議する旨

を報告しており、良好な景観形成の誘導について早い段階でご意見を伺い、素案に反映していく

ため、法定手続きに入る前の検討段階で本部会に付議した。 

【概要】 

・山手地区景観風致保全要綱による行政指導・協議を行っていた山手地区において、景観法に基

づく景観計画（景観推進地区）及び景観条例に基づく都市景観協議地区への移行するにあたり、

素案の案について提示した。 

【結論】 

 ５月の部会では、「今回いただいた意見をふまえ、引き続き検討を進める。検討状況については

次回の部会で再度提示する。」という結論となった。６月の部会では、「前回の部会で出た意見に

対しては、市として再検討したものが提示されており、景観計画・都市景観協議地区の概ねの考

え方については了承する。なお、今回の部会で出た意見をふまえて引き続き検討を深めること。

また、今後も地元の動向をとらえ、将来的な計画の変更や拡充を見据えておくこと。次回は７月

の都市美対策審議会で審議する。」という結論となった。 

 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

○関内地区都市景観協議地区（中区横浜公園）における景観形成について（報告） 

（平成 30年６月 25日） 

【資料３－４】 

【付議理由及び経緯】 

第 36 回及び第 38 回部会に付議し、市の協議方針及び協議事項について了承いただいた「横浜

スタジアムの増築・改修計画」において、計画の一部変更により外観デザインも変更することと

なったため、事業者との調整事項について報告した。そもそも、本計画は付議が必須の規模のも

のではないが、横浜公園が景観重要公共施設に位置づけられていること、横浜スタジアムが市民

に開かれた球場であること等を鑑みて、市として改修時にも景観に関する専門家や市民目線の意

見を取り入れたいと考え、過去に付議した経緯がある。 

【概要】 

・建築物の高さ 31ｍ（地下１階、地上４階）、増築・改修後の増席数約 6,000席 

・「新たな市民開放」「周辺への賑わいの創出と回遊性の向上」「横浜らしさを考慮した建築デザイ

ン」「造園デザインの再構築と緑環境の向上」の４つをテーマに景観形成を行う。 

・施設のレイアウト変更に伴い、横浜公園南の角の外観デザインを変更する。 

【結論】 

今回の外観デザインの変更に係る事業者との調整の方向性については了承した。本日出た意見

をふまえて、より望ましいデザインとなるよう、引き続き市で協議すること。 

 

 

（参考） 

○エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会 アーバンデザイン部会の開催状況 

※エキサイトよこはま２２エリア内の形態意匠の認定においては、専門的な観点から景観に関する意見

を伺う場であるアーバンデザイン部会にて審議することを本審議会において了承をいただいております。 

【内容】 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること（第 27回：平成 30年３月 22日） 

・ 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の景観デザインについて意見聴取 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること（第 28回：平成 30年６月 11日） 

・ 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の地区計画形態意匠の制限の適合判定につい

て意見聴取 

 

※ 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業スケジュール 

平成 29 年度 市街地再開発組合設立 

平成 30 年度 建築工事着手（予定） 

平成 33 年度 竣工（予定） 

 

 

 

 



 

＜表彰広報部会＞ 

○第９回横浜・人・まち・デザイン賞について 

  第９回の募集を平成 30年５月１日（火）から６月 30日（土）にかけて実施した。 

  【応募件数（速報値）】 

まちなみ景観部門 120件（地域まちづくり部門 32件） 

 【今後の予定】 

12 月頃に現地視察と本審査のため、２回開催予定。 
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